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令和元年第１３回 仙北市教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会宣言 令和元年１０月３１日（水） 午後２時００分 

 

２ 場  所 角館庁舎西側庁舎２階 第３会議室 

 

３ 出席委員 

教育長       熊谷  徹 

教育長職務代理者  安部 哲男 

委員        坂本 佐穂 

委員        橋本  勲 

   委員        細川 伸也 

４ 出席した事務局職員 

教育部長            戸澤  浩 

教育次長            三浦 政喜 

教育次長兼教育総務課長 

兼田沢湖学校給食センター所長 

兼西木学校給食センター所長   浅利 美智子 

教育次長兼生涯学習課長     佐々木 幸美 

教育次長兼学習資料館 

・イベント交流館長       冨岡 美津子 

北浦教育文化研究所 指導主事     伊藤 昭光 

角館学校給食センター 所長      千葉 幸仁 

田沢湖公民館長         保坂 博明 

角館公民館長          佐々木 勇人 

西木公民館長          真崎 智明 

市民会館長兼田沢湖図書館長   佐々木 信介 

スポーツ振興課長        伊藤  聡 

文化財課長兼平福記念美術館長  冨木 弘一 

   平福記念美術館         松橋 幸太郎 

 

５ 議事 

（１）議案審議 

議案第３３号 仙北市小中学校条例の一部を改正する条例制定について 

 

（２）報告事項 

報告第３６号「全国学力・学習状況調査」結果取扱要綱の一部を改正する要綱制定に

ついて 

    

６ 審議の経過及び結果 

（熊谷教育長） 

ただいまから、令和元年第１３回仙北市教育員会１０月定例会を開催いたします。 

  それでは、当定例会の出席委員、職員を紹介いたします。 

  －出席委員、職員を紹介－ 

会議書記には鈴木主事を任命いたします。また、議事録署名員は、私と委員からは、安
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部教育長職務代理者を指名いたします。なお、前回会議録の承認については、会議終了後

にお願いいたします。 

（熊谷教育長） 

  私の挨拶として３点申し上げます。 

  はじめに、１０月９日に第５９回秋田県仙北地域公民館大会並びに第４２回大仙仙北地

区生涯学習推進研究大会が市民会館で行われました。西木正明さんと門脇市長の座談会や  

事例発表や活動の展示内容も充実していた。来訪者に対して丁寧な対応をしていたと感じ

ました。職員のみなさんには、大変ご苦労様でした。 

  次に、１０月１６日から２３日までタイ王国車いすバスケットボールチームの強化合宿

が田沢湖スポーツセンターで行われました。スポーツ振興課の職員には大変丁寧な対応を

していただきありがとうございました。生保内中学校との交流もあり、メディアにも取り

上げていただいた。 

１０月５日から６日まで角館の文化祭が開催されました。昨年よりも人出が多かったと

思います。他のイベントと重ならなかったの良かったと思います。１０月２６日、２７日

に田沢湖地区が開催され、出品数も多かったし、北浦史談会の展示など充実していたと思

います。そして、１１月３日の西木地区が開催されます。どうか頑張っていただきたいと

思います。 

（熊谷教育長） 

  次に、１０月の事務報告をさせていただきます。 

  －資料により報告－ 

（熊谷教育長） 

  １０月の事務報告に質問はありませんか。 

－質問なし－ 

（熊谷教育長） 

それでは、議事に入ります。 

はじめに、議案第３３号仙北市小中学校条例の一部を改正する条例制定について説明を

求めます。 

（浅利教育次長兼教育総務課長） 

  議案第３３号仙北市立小中学校条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するもの

です。 

 －資料により説明－ 

（熊谷教育長） 

ただいまの説明に対して質問はありませんか。 

  －質問なし－ 

 （熊谷教育長） 

それでは、議案第３３号仙北市小中学校条例の一部を改正する条例制定については、ご

異議ありませんか。 

  －異議なし－ 

 （熊谷教育長） 

議案第３３号仙北市小中学校条例の一部を改正する条例制定については、承認いたしま

す。 

（熊谷教育長） 

  続いて報告第３６号「全国学力・学習状況調査」結果取扱要綱の一部を改正する要綱制

定について、お願いします。 

（伊藤北浦教育文化研究所指導主事） 
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  報告第３６号「全国学力・学習状況調査」結果取扱要綱の一部を別紙のとおり改正した

ので報告するものです。 

－資料により説明－ 

（熊谷教育長） 

ただいまの説明に対して質問はありませんか。 

－質問なし－ 

（熊谷教育長） 

それでは、報告第３６号「全国学力・学習状況調査」結果取扱要綱の一部を改正する要

綱制定については、ご異議ありませんか。 

－異議なし－ 

（熊谷教育長） 

それでは、報告第３６号「全国学力・学習状況調査」結果取扱要綱の一部を改正する要

綱制定については、承認いたします。 

（熊谷教育長） 

  それでは、その他の時間といたします。 

  はじめに、いじめ・不登校対策についてお願いします。 

（伊藤北浦教育文化研究所指導主事） 

  ９月のいじめ、不登校の状況について報告いたします。 

 はじめに、いじめについてですが、小学校３件、中学校３件の認知件数の報告がありま

した。 

  次に、９月の不登校生徒についてですが、小学生２名、中学生１９名、計２１名とな

っております。先月と比較して中学生が２名増えております。 

  以上、９月のいじめ、不登校の状況です。 

（熊谷委員長） 

  次に教育委員会定例会会議録のホームページ公開について説明をお願いします。 

（浅利教育次長兼教育総務課長） 

  教育委員会定例会会議録のホームページ公開についてです。ページに沿ってご説明いた

します。 

  －資料により説明－ 

  誤字や脱字、お気付きの箇所等ございましたらご連絡くださるようお願いいたします。 

（熊谷教育長） 

  お気づきの箇所等がありましたら、浅利次長へ連絡してください。 

（坂本委員） 

  ７ページの平福記念美術館の訂正お願いします。 

（浅利教育次長兼教育総務課長） 

  失礼しました。訂正させていただきます。 

（熊谷教育長） 

  他にございませんか。 

（伊藤スポーツ振興課長） 

  先程教育長からも報告もありましたけれども、１０月１６日から２３日までタイ王国車

いすバスケットボールチームナショナルチームの強化合宿が田沢湖スポーツセンターで行

われました。コーチ２名、選手１２名の合計１４名での合宿でした。１８日には、生保内

中学校２年生との交流練習が行われ、車いすの操作やシュートの仕方など非常に刺激にな

ったのではないかと思います。２０日には、岩手県盛岡市の車いすバスケットボールチー

ム６名との交流練習試合を行っております。この後１１月にオリンピック出場の為の本戦
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があるということで、是非勝ち上がっていただきたいと生保内中学校も私どもも願ってい

る事をお話しして２４日帰国されました。以上報告です。 

（浅利教育次長兼教育総務課長） 

  角館中学校と恵文高級中学との交流のため、１０月２８日から３１日まで台中市に行っ

ております。今日帰国の予定となっております。以上報告です。 

（戸澤教育部長） 

  小中学校条例の議案を提出しましたが、それに関連して学校適正配置と同様に地域の意

見を聞くため、１０月７日に総務部総務課主催で、関連する部署総務部、財政課、農林部、

市民福祉部、教育委員会の部課長が出席し、地域住民との中川小学校利活用意見交換会が

開催され市民の方１６名参加していただきました。その日にすべて決まったのではなくて、

意見を聞いたと言うことで何か結論が出たことではありません。始めに副市長から学校適

正配置の際に、統合後は老朽化している保育所の設置等を提示しましたが急激な少子化に

関連して、入所する子どもがいないのではないかなどの理由から、一旦仕切り直しをした

いとの発言がありました。これに対して反対等の意見はありませんでした。 

市側としては、中川地域としての利活用を考えていたのですが、住民の方からは仙北市

として全体で使用できる施設の提案があり、市内外から人を呼び込める施設にしてもらい

たいとのお話がありました。たとえば、スポーツ施設として利用しいろんな方々に利用い

ただきたいし、そのために風呂やシャワー室、宿泊が出来るようにしていただきたい、す

でにそのような事例があるとのことでした。この後いろんな意見を聞きながら利活用を進

めているとの状況です。 

（熊谷教育長） 

  他にございませんか。 

（熊谷教育長） 

  次に情報交換会に入ります。 

（三浦教育次長） 

  －資料により説明－ 

（熊谷教育長） 

  それでは、以上で令和元年第１３回仙北市教育委員会１０月定例会を閉会いたします。 

 

（閉会宣言：午後２時５０分） 

 


